
お
知
ら
せ

安
全
防
除
に
つ
い
て

病
害
虫
や
雑
草
が
活
発
に
活
動

す
る
時
期
に
な
り
ま
し
た
。
防
除

は
適
切
に
行
い
、
安
全
へ
の
対
策

を
心
が
け
、
安
全
防
除
の
輪
を
広

げ
ま
し
ょ
う
。

農
産
物
の
安
全

農
薬
は
使
用
方
法
を
確
認
し
、

安
全
使
用
の
基
準
を
守
っ
て
使
用

し
ま
し
ょ
う
。

環
境
の
安
全

使
用
済
み
容
器
は
し
っ
か
り
洗

浄
し
、
適
正
に
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

農
薬
の
空
容
器
の
「
野
焼
き
」

は
で
き
ま
せ
ん
。
使
用
済
み
容
器

は
丹
念
に
洗
い
、「
産
業
廃
棄
物
業

者
」
に
引
き
取
っ
て
も
ら
う
な
ど
、

適
正
に
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

使
用
者
の
安
全

散
布
を
す
る
時
は
、
体
調
を
整

え
、
肌
の
露
出
の
少
な
い
服
装
で

行
い
、
事
故
の
防
止
に
努
め
ま
し
ょ

う
。

一
斉
防
除
に
つ
い
て

農
産
物
を
病
害
虫
か
ら
守
る
た

め
、
一
斉
防
除
を
行
い
ま
す
。
豊

か
な
実
り
を
迎
え
る
た
め
の
大
切

な
作
業
で
す
。
皆
さ
ん
の
ご
理
解
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

役
場
産
業
課
農
林
係

�
９
８
５
―
４
１
１
９

「
ぬ
れ
手
で
電
気
」
は

危
険
が
い
っ
ぱ
い

ぬ
れ
た
手
で
、
ソ
ケ
ッ
ト
、
ス

イ
ッ
チ
や
プ
ラ
グ
な
ど
に
触
れ
る

と
、
感
電
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま

す
。
電
気
は
湿
気
の
多
い
場
所
や

ぬ
れ
た
と
こ
ろ
は
通
り
や
す
く
、

大
変
危
険
で
す
。
炊
事
し
て
い
て

電
気
器
具
を
扱
う
と
き
は
、「
必
ず

乾
い
た
タ
オ
ル
で
手
を
よ
く
拭
い

て
か
ら
…
」
是
非
こ
ん
な
習
慣
を

つ
け
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ

財
団
法
人
四
国
電
気
保
安
協
会

愛
媛
支
部
（
伊
予
事
業
所
）

�
９
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プ
ー
ル
の
利
用
に
つ
い
て

名
称

義
農
公
園

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ー
ル

場
所

義
農
公
園
内

使
用
期
限

８
月
３１
日（
火
）ま
で

た
だ
し
、
８
月
１５
日
と
１６
日
は

休
み
で
す
。

使
用
時
間

午
前
１０
時
〜
午
後
５
時
ま
で

問
い
合
わ
せ

役
場
ま
ち
づ
く
り
課
管
理
係

�
９
８
５
―
４
１
５
６

次
の
こ
と
を

必
ず
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

○

水
泳
帽
を
か
ぶ
る
こ
と
。

○

幼
児
に
は
保
護
者
が
同
伴
す
る

こ
と
。
保
護
者
の
同
伴
が
な
け
れ

ば
、
幼
児
は
入
場
で
き
ま
せ
ん
。

○

土
足
で
は
入
れ
ま
せ
ん
。
必
要

な
人
は
、
上
履
き
を
用
意
し
て
く

だ
さ
い
。

○

プ
ー
ル
サ
イ
ド
を
走
ら
な
い
こ

と
。

○

そ
の
他
、
プ
ー
ル
使
用
に
つ
い

て
は
監
視
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。

●ヤミ金融とは
無登録で営業したり、法外な金利をとったりするもので、広告などで正式な会社
名を標記せず、連絡先として携帯電話番号やフリーダイヤルしか明かしていないこ
とが多い。
●予防と対策
・電柱に貼っているチラシなどの「低金利・即融資」「無審査・ブラックＯ
Ｋ」といった宣伝文句にだまされず、安易な借金をしない。
・登録業者かどうかを確かめる。
・法定利息以上の金額は支払わない。
・脅迫や暴力的な取り立てがあった場合は、警察へ届け出ましょう。
・ハガキや電話で身に覚えのない取り立てをする架空請求に対しては、支払いや連絡をせず無
視すること。

【県関係相談窓口】県知事登録貸金業者に係る苦情相談……各地方局商工労政課・愛媛県経営支援課
不当請求に係る消費生活相談……………各地方局県民生活課・県生活センター
法外な金利や脅迫的な取り立ての相談…各警察署

Information
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